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研究成果の概要（和文）：不完全就業への所得保障は、社会保障という形で労働関係から外部化して対応するの
ではなく、ディーセントワークの確立によるべきである。不完全就業リスクを減らすためには、失業保障・老齢
保障の充実が不可欠である。ただし、直接的な賃金補填にならない住宅手当や扶養・養育手当等の目的を特定し
た社会的給付は拡充されるべきである。また、職業能力はその開発・向上が社会・経済の発展に寄与する点で一
種の準公共財である。職業訓練の公共性に見合った法規制により、個人の権利としての職業訓練保障の確立が求
められる。さらに、不完全就業の要因となりうる「雇用によらない働き方」には、従来の労働法の仕組みを拡張
適用していくべきである。

研究成果の概要（英文）：Firstly, the indemnification of underemployment is to be ensured by the 
establishment of decent work. It is not to be undertaken by the social security, externalized from 
the labour relations, whereas it would be preferable to expand the social benefits with their 
specific purposes, such as housing allowance, child rearing allowance, care allowance, which wouldn'
t be directly provided for wage compensation. It is also necessary for reducing the risk of 
underemployment to enrich the unemployment insurance and the pension. Secondly, the vocational 
abilities are public goods in the broad sense, as their evolutions contribute to the social and 
economic development. The individual rights to vocational training should be ensured by the legal 
arrangements to be accommodated to their public interests. Thirdly, the employment law is to extend 
itself as far as possible to all sorts of paid works not via employment, which would become the 
sources of underemployment and in the end unemployment.

研究分野： 労働法・社会法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 OECD のデータ（当時）によれば、日本では、
失業期間の長期化、非正規雇用の拡大、不本
意パート・就労意欲喪失労働者の増加、所得
格差の拡大が顕著であるとともに、社会保障
給付が GDP に占める割合は低位であり、職業
訓練・再就職支援等の積極的労働市場政策や
失業時の所得保障に割合に至っては低下し
ていた。雇用・生活状況が悪化する一方で、
雇用・生活支援措置の社会政策での位置づけ
が相対的に低下している。このことは貧困観
の転換を不可避とする。稼働能力を有する者、
その活用意欲をもつ者、さらには現に就労し
ている者の貧困があらたに課題となる。 
失業に近似した状態（就労しているが生活

可能な所得を得られない状態）について、国
際労働統計学では underemployment（経済成
長前の零細な自営的就労等を前提として「不
完全就業」と訳されてきたが、完全雇用政策
の下での雇用社会成立後の非正規雇用を主
たる対象とする場合には「半失業」と訳した）
として問題にしてきた。失業と半失業の間に
は代替関係がある。近年の ILO の文書では、
失業と半失業をともに減少させるための一
対となった政策の重要性が指摘されている。 
 日本の雇用状況は、バブル経済崩壊後に
「失業の常態化」を経た後、近年ではそれが
「半失業の常態化」へと転じた。不完全就業
問題は、日本の労働市場政策でも 1950 年代
後半にすでに着目されていたが、経済成長が
その解決を図ると考えられていた。しかし、
オイル・ショック以降、高齢者、さらには女
性の雇用に半失業の存在が再認識されるよ
うになり、バブル経済崩壊後はこれに若年者
雇用が加わった。半失業の拡大は雇用社会の
持続可能性に深くかかわる問題である。この
ような半失業の重畳的形成を比較法も踏ま
えながら整理・検討する必要があると考えた。 
 
２．研究の目的 
 日本では失業率低下の一方で、半失業の状
態にある労働者が増加している。標準的な雇
用を前提に被用者保険が適用される伝統的
な生活保障の仕組みは、現状と大きく乖離し
つつある。従来型の労働法と社会保障法の役
割分担では、このような事態に対処できない。
労働者の生活保障のためのあたらしい法的
仕組みを、労働法と社会保障法の連携による
雇用・労働条件保障（decent work）と失業
保障（decent unemployment）の確立という
観点から検討する。それとともに、「半就労・
半福祉」による生活保障の可能性を検討する。
本研究は、半失業の常態化に対応した新しい
社会法構築の展望を示すことを目指した。 
 
３．研究の方法 
 研究は、4 つの個別テーマを柱にそれぞれ
比較法研究（韓国・ドイツ・フランス）を組
み込み、理論 WG によってこれらを総合化・
体系化しながら推進した。具体的な作業は各

個別テーマに対応する 4つの WG で行った。 
 WG1 は、半失業問題に即しながら、雇用の
多様化、均等処遇、最低賃金・労働時間規制、
労働移動、雇用と社会保障の連携を検討した。
研究全体の要となるもので理論 WG が担当し
た。WG2 は、失業保障・最低生活保障に関す
る検討を担当した。「半就労・半福祉」によ
る生活保障の可能性の検討も行った。WG3 は、
被用者保険・社会保険に関する検討を担当し
た。被用者保険の拡大によるセーフティネッ
ト拡充の方策について具体的な提案も検討
した。WG4 は、職業訓練を含めた就労促進、
とくに若年者支援に関する検討を担当した。 
 
４．研究成果 
(1) はじめに 
 主要な研究成果としては、3点挙げられる。
第 1は、WG1～WG3 での作業を総合する形での
反不完全就業法形成の理論的方向性に関す
るものである。第 2 は、WG4 での作業を踏ま
えた職業訓練法のあり方に関するものであ
る。第 3 は、「雇用によらない働き方」の拡
大について、研究当初も新しい不完全就業の
要因になりうるものとして留意していたが、
直接の検討課題から除外していた。しかし、
情報通信技術の急速な発展等を背景に、政府
サイドでも本格的に検討が最近進み始めた
ことから、その法的規制も理論 WG で考察す
るに至った。以下順次記していきたい。 
 
(2) 反不完全就業法の形成に向けて 
 統計データをもとに先進諸国の雇用状況
を比較すると、失業に比して半失業が相対的
に多い日本・韓国などのグループと、半失業
に比して失業が相対的に多いドイツ・フラン
スなどのグループが存在する。また、非正規
雇用法政策について、有期・派遣を臨時的な
ニーズに対応するものとしつつ、パートを含
めて正規雇用との平等処遇を図るアプロー
チ（雇用の標準化）と、失業との関係で就労
促進策として積極的に活用を図るアプロー
チ（失業の雇用化）とがみられる（1 つの国
で両者が併存する場合も少なくない）。日本
では半失業の拡大により「雇用と失業の二分
法」が曖昧にされたが、その再確立を目指す
べきというのが主たるメッセージとなる。 
半失業の拡大（雇用の劣化、生活をそれだ

けでは保障しない就労による貧困の常態化）
には、社会保障給付による救済を図る方法が
考えられるが、MacJob と MacWelfare の組合
せとなる可能性が高い。この場合、低賃金で
労働者を使用することが可能となる点で、使
用者に賃金引上げのインセンティブが働き
にくい。しかし、実際にはこのような形で社
会保障給付が行われることはまれであり、と
りわけ日本では、むしろ社会保障の仕組みが
半失業を生みだす重要な一因となっている。
たとえば、高齢者について、65 歳以降では、
老齢年金では生活できないため、シルバー人
材センター（「生きがい」就労を想定する制



度）を使って、雇用労働者よりも低い労働条
件で就労せざるを得ない、60 歳以降では、在
職者老齢年金や高年齢者雇用継続給付とい
った在職給付（In-Work Benefit）を受給し
ていることを前提に、企業で従前の労働条件
が引き下げられるといった事態が普及して
いる。いずれの場合でも平等原則との緊張関
係が生じている。また、パート労働について
は、雇用保険、健康保険・厚生年金保険の被
保険者資格が、税制上の配偶者控除とともに
本人の賃金額および地域労働市場での賃金
水準形成に抑制的効果を及ぼしている。「労
働法と社会保障法の連携」による半失業への
対応が理論的には考えられるが、現実には悪
しき連携により半失業が助長されている。 
基本的には、半失業への所得保障は社会保

障という形で労働関係から外部化して対応
するのではなく、ディーセント・ワークの確
立による賃金自体で確保されるべきである。
半失業リスクを減らすためにも、失業保障・
老齢保障等の社会保障の充実が必要である。
また、雇用である以上は、それにともなう医
療を含めた職域保険の適用も当然となる。た
だし、所得保障という点では、直接的な賃金
補填にならない、住宅手当や扶養・養育手当
等の目的を特定した社会的給付は積極的に
拡充されるべきである。そのような形での
「半就労・半福祉」であれば問題が少ないと
考える。本研究はこの点では当初の仮説を大
きく修正することなく、以上の結論に至った。 
 
(3) 職業訓練法の未来 
 日本の職業訓練法・職業能力開発促進法
（以下「職業訓練法」という）をめぐる議論
は、他の労働立法に比して社会的に広がりを
もったり、対立軸や論点が明確にされたりす
る形では行われてこなかった。同法は度重な
る改正を経て現在に至ったが、職業訓練に関
する積極行政のための法（職業訓練を中核と
する施策等を総合的・計画的に講じることに
よる職業能力開発・向上の促進を図るための
法）にとどまっている。このことは職業訓練
法が労働基準法から分離・切断された形で体
系化されてきた負の遺産といえる。現状では、
使用者が労働者の職業能力開発・向上に無関
心であったり、時間と費用をそれほどかけて
いなかったりする場合が少なくない。労働者
のケイパビリティ発展という観点からは、社
会的諸権利が法秩序により承認され保護さ
れ、それにアクセスできることが重要である。 
 職業訓練機会の拡大とそのための多様化
が、日本の職業訓練法の発展に通底する大義
名分であったが、職業訓練の基幹的なプロバ
イダとして予定されているのは企業と公共
職業訓練施設である。企業が職業訓練の対象
とするのは、基本的には当該企業の下で長期
雇用慣行にある従業員であり、そこから排除
された者にとっては、公共職業訓練施設が依
然として重要な役割を果たすことが期待さ
れる。また、労働そのものと同じく、職業能

力形成は労働者にとって権利である一方で、
使用者の下では業務の一環として義務とも
されうるが、公共職業訓練主導では後者の面
を、企業主導の場合には前者の面をそれぞれ
無視できるため、この二律背反を曖昧にすま
せることができた。「個人主導」という職業
訓練法のあたらしい政策理念がそれを具体
化する施策に乏しいのは、企業の裁量的な人
事政策と対立することによると思われる。 
労働者の社会的な職業能力形成に向けて

事業主も労働者自身もアクティベートする
ために、たとえば、①労働者の職業能力開
発・向上が事業主集団の財政的責任により行
われることを明確にして、事業主が当該拠出
金を財源とする支援の対象となる職業訓練
を計画的に実施することで、財政負担の実質
的な補填を受けられる（そのことを促進す
る）仕組みを拡充すること、②労働者の職業
能力形成について使用者が労働契約上の義
務を負うことを明確にしたうえで、年次有給
休暇にならった有給教育訓練休暇の制度化
によって、職業訓練に対する労働者の権利保
障を徹底させること、③企業の職業訓練計画
に関する年次交渉義務を課すことなどが考
えられる。いずれも日本の現行法の延長線上
にあるアイディアであり、またフランス法が
採用する仕組みをモデルとしている。 
 職業能力の開発・向上は社会・経済の発展
に寄与するという点で、社会的投資の対象と
なる一種の準公共財である。労働市場におけ
る実質的な行為能力の形成という点では、職
業訓練はセーフティネットとしての役割も
果たす。これに対して、企業内での職業訓練
は、他所からの委託を受けての実習訓練の場
合を除いて、本質的には当該個別資本のため
のものである。また、個人主導といわれてい
るものが、職業訓練の不確実性を労働者の自
己責任とするのを避けなければならない。職
業訓練の公共性に見合った法規制が必要で
あり、個人の権利としての職業訓練保障に向
けた労働市場インフラの整備によって、職業
訓練法の新時代を画することが期待される。 
 
(4) 「雇用によらない働き方」への対応 
 「雇用によらない働き方」の拡大は、「1つ
の企業での雇用」を暗黙裡に前提とした戦後
生活保障モデルを 3 つの方向で相対化する。
すなわち、就労の脱雇用化（自営的就労等）・
脱企業化（インターネットを媒介としたクラ
ウドソーシング等）・複数化（兼業・副業、
マルチジョブ等）という方向である。 
 「雇用によらない働き方」が議論となる背
景には、資本主義の転形にともなう働き方の
変化がある。2000 年代以降に多くの国でみら
れるようになった働き方の主要な変化とし
て注目されるのは、あたらしい二重構造の強
化である。労働市場では著しく交渉力の異な
る“self-programmable labour”と“generic 
labour”が増加しつつある。すなわち、一方
で、今日の資本主義は、知識・情報を生産要



素として重視する（認知資本主義）。そこで
は高い教育を受けた知識労働者の意思決定
の自律性が増大しており、これらの労働者は
企業にとってもっとも価値ある資産（いわゆ
る人材）となっている。他方で、多くの手作
業は自動化困難であるとともに（モラベック
のパラドックス）、多数の労働者（とりわけ
若者、女性、外国人労働者）は職を得るため
にいかなる条件も受け入れざるをえないこ
とから、命令履行者としての労働者も増加し
続けている。これらに加えて、働き方のフレ
キシビリティは強化されており、長期雇用や
予見可能なキャリアパスに恵まれた労働者
の比率は低下している。低スキルサービス経
済が拡大するなかで、知識経済も拡大すると
いう構造がこうして生み出されている。 
労働市場と労働の変化に強力な影響を及

ぼしているのは、情報通信技術の発展である。
その影響の仕方は企業と政府の戦略・政策に
よって実際には左右されるが、企業が労働力
利用にフリーハンドをもつ場合には、当該組
織へのコミットメントとの交換で高い報酬
と一定の自律性を与える人材の獲得、中核労
働のオートメーションとオフショアリング、
低賃金労働に特化したサプライヤーへの低
レベルの業務活動（清掃やメンテナンスな
ど）の委託という労働力配置に至る傾向にあ
る。伝統的なピラミッド型のヒエラルキー構
造は、“self-programmable labour”の生産
性を高めるためにも、“generic labour”を
より柔軟に利用するためにも適していない
として、生産・労働システムのネットワーク
化が進む。少なからぬ個人はいわば「自由な
働き方を強いられる」ことになるが、情報通
信技術の発展はそれを促進する。働く者の従
属のみならず自由・自律までも生産に動員す
る事態が深化している。また、生産システム
のなかに不完全就業の形成・拡大が組み込ま
れている。日本の不完全就業は非正規雇用や
自営的就労を中心とするが、正社員にも及ん
でいる。かつてのように経済成長による不完
全就業問題の消失は期待できない。法の果た
すべき役割がはるかに大きくなっている。 
 労働法的規制は企業を前提にしていた。ま
た、自由経済において雇用は企業のイニシア
ティブによってしか存在しえず、国家は自ら
が替わって使用者になるのでない限り、完全
雇用政策のもとで雇用を創設したり、維持し
たりすることはできない。この点は、日本を
含めて、労働権に関する憲法規定の解釈に影
響を与えてきたといえる。企業という組織の
境界は取引費用と機会費用との均衡点によ
って画定されるといわれるが（コースの定
理）、情報通信技術の発展やそれによるプラ
ットホーム・ビジネスの興隆は、取引費用の
低減を通じて企業それ自体の統合力を弱め
る（企業の希釈化）。時間と空間を共有する
組織体としての企業の規模は縮小するとと
もに、企業は会社法人格を越えた経済的には
より大きな社会的広がりをもつシステムに

転換しつつある（企業のネットワーク化）。
そこで生じる労働者の従属関係を従来の労
働法は十分に包摂・調整できていない。 
 以上要するに、「雇用によらない働き方」
の推進はポスト完全雇用政策としての性格
を帯びており、そのままでは労働法の究極の
規制緩和となりうる。それとともに不完全就
業社会をつくりだす要因となるであろう。 
雇用あるいは企業を前提としない働き方を
も包摂した労働法を構想することが必要と
なる。日本法の現状を前提にした場合、論点
の羅列でしかないが、①労働者概念の見直し
（経済的従属性を基礎として従属性の程度
に応じて保護を上乗せしていく）、②事業主
の共同責任の調整・制度化（伝統的技法とし
ての社会保険の活用、僅少労働・マルチジョ
ブ・自営的就労のカバーなど）、③職業訓練
制度の充実（(3)参照）、④労働者の集団的権
利保障のアップデート（人権としての共通利
益の擁護・増進のための活動、法的支配を逸
脱した事実上の支配だけではなく、法的支配
そのものに対する規制）が挙げられる。「雇
用によらない働き方」における労働権保障の
仕組みを、労働者としての社会保険の適用を
含めて具体化すべきであるが、雇用を前提と
して発展してきた従来の労働法の仕組みを、
可能な限り拡張適用していくべきである。 
 
(5) その他 
本研究グループは、韓国の研究者とシンポ

ジウムなどを通じて交流するなかで、「自治
体による労働・社会法政策」の重要性を強く
認識するに至った。また、「若年者に対する
職業訓練」については、とくにドイツで実態
調査なども行った。これらのテーマについて
は引き続き検討を続け、具体的な成果・提言
を公刊できるようにしたい。 
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